
総社市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

平成３１年３月３１日 

 

                                        総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１８号 

 

総社市都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

総社市都市計画税条例の一部を改正する条例（平成３０年総社市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

 

（総社市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 総社市都市計画税条例（平成１７年総社市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後

部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

附 則 

１～４ 略 

（法附則第１５条第４０項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割合は５分

の４とする。 

６～１５ 略 

１６ 法附則第１５条第１項，第１３項，第１８項，第１９項，第２１項か

ら第２５項まで，第２７項，第２８項，第３２項，第３６項，第４０項，

第４３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで，第１５条

の２第２項又は第１５条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税

に限り，第２条第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第３４項

又は法附則第１５条から第１５条の３まで」とする。 

１７ 略 

 

 

附 則 

１～４ 略 

（法附則第１５条第３９項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定める割合は５分

の４とする。 

６～１５ 略 

１６ 法附則第１５条第１項，第１３項，第１７項，第１８項，第２０項か

ら第２４項まで，第２６項，第２７項，第３１項，第３５項，第３９項，

第４２項，第４４項，第４５項若しくは第４８項，第１５条の２第２項又

は第１５条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第２条

第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第３４項又は法附則第１

５条から第１５条の３まで」とする。 

１７ 略 

  



 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き，この条例による改正後の総社市都市計画税条例（以下「新条例」という。）の規定は，平成３１年度以後の年度分の都市

計画税について適用し，平成３０年度分までの都市計画税については，なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行

の日の前日までの間における新条例附則第１６項の規定の適用については，同項中「若しくは第４８項から第５０項まで」とあるのは「，第４８項若しく

は第４９項」とする。 


